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ミの一時的な仮置き場となっている。また、直接幅員の広い SRN の交差点や道路に住民自らゴ

ミを運んでくるという道路本来の使用方法と異なることが日常的に行われている。さらに、道

路照明灯の電気代は KMC や LSMC 負担であるが、電力公社（NEA）に支払う姿勢も感じられ

ない。（交差点維持管理会社からの情報） 
市長空席状態における「地方自治法」、道路の専門家のいない DOTM の「車両及び交通管理

法」は、結局のところ公務員の不作為の義務違反を招いていると思料される。 
 
３－７ 公共交通 

かつてカトマンズ盆地における公共交通というとサジャバス、トロリーバスが主たるものであ

ったが、政府系の組織であったこれら 2 組織は運営上行き詰まり、現在は民間のバス、ミニバス、

マイクロバス、テンポ、タクシーが市民の足となっている。 
民間の公共交通関連会社は数が増加し、競争激化により若年ドライバーの採用とタイムキーパ

ー（車掌）のチャイルド・レイバー問題が現れ始めている。 
 

３－７－１ 公共交通整備計画 
省庁レベルでは MOLTM がネパール全土の陸上交通管理の整備と方針策定を行うことになっ

ている。MOLTM の組織として DOTM があり、運転免許証の交付、車両登録、公共交通の許認

可、交通違反者の罰金徴収、安全施設の整備・維持管理を実施することになっているが、組織

体制の不備、人材不足から実際には安全施設の整備・維持管理は行われていない。 
公共交通の整備計画を調査したものとして、次の 2 つが代表的である。 
Review of Road Safety Management Capacity, 2009, Consia Denmark が調査を実施：世界銀行の

実施した調査で、DOTM の実施能力、首都圏交通警察の能力、FNNTE の運行路線等を調

査したもの。現状をよく調べており、関係機関が多すぎる問題点を指摘している。 
Kathmandu Sustainable Urban Transport Project（KSUTP）、2010 年調査：MOPPW と ADB が進

めているプロジェクトのなかで DOTM と首都圏交通警察のキャパシティ・ディベロップメ

ントもコンポーネントに含めている。 
 

３－７－２ 公共交通機関の概要 
公共交通にはバス、ミニバス、マイクロバス、テンポ、タクシーがある。バス、ミニバス、

マイクロバスは乗客容量で呼称が異なっている。具体的には、35 人超はバス、26 人から 35 人

までがミニバス、10 人から 16 人乗りがマイクロバスと定義されている。テンポはトゥクトゥ

クとも呼ばれるエンジン付きの三輪車両である。タクシーにはインドのスズキ製の軽自動車が

利用されている。 
バスは 250km 以上の長距離、ミニバスは 25km から 250km までの中距離、マイクロバスは

25km 以下の近距離を運行するものである。カトマンズ盆地を例にとると、図３－18 のような

フローでバス、ミニバス、マイクロバス、テンポの路線運行が認可される。 
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図３－18 バス等の運行ルート認可の流れ 

 
３－７－３ 公共交通関連法規・制度 

ネパール政府は「車両及び交通に関する法律〔Vehicle and Transport Management Act, 2049
（1993）〕」を 1993 年に発令し、交通警察と DOTM の管掌部分が決められた。このときに DOTM
に対して交通安全施設の設置・維持管理及び運転免許証交付とバス・タクシー等の公共交通の

許認可権、交通違反者からの罰金徴収という広範な権限が与えられた。 
地方自治法（Local Self Governance Act 1999）に基づき都市自治体（KMC、LSMC 等の市役所）

に交通安全関連インフラ整備と維持管理が義務づけられた。 
公共交通関連として、2007 年に発令された「国家通達法〔National Directive Act 2018 in 2007

（2063）〕」に基づき設立したバス、トラック、テンポ、タクシー等の公共交通起業者の連合会

として FNNTE が設立した。 
法制度は整備されたとはいえ、無法規状態のカトマンズ盆地の交通流であることが現実であ

り、幾つかの関連機関の職務怠慢及び能力不足が原因といえる。 
 
３－８ カトマンズ都市交通計画調査（1993 年）の実施状況 

３－８－１ カトマンズ都市交通計画調査で提案された事業の実施状況 
MOPPW の DOR は、JICA が 1993 年に実施したマスタープラン「Kathmandu Valley Urban Road 

Development」で提案された図３－19 に示すインフラ整備を進めてきた。 
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表３－14 JICA マスタープラン以後に行われた調査 

 実施年 案件名 実施機関 概 要 

S1 2007 年 アウター環状道路計画調査 DOR DOR の希望ルートに対して中国政府

が実施した F/S 調査 

S2 2008 年 カトマンズ～テライ間ファ

ストトラックの F/S 
DOR ADB が実施した F/S 調査 

S3 2009 年 アジアの都市開発イニシア

ティブ（City Development 
Initiative for Asia：CDIA） 

DUDBC, 
KMC 

ADB、GTZ 及び Sida（スウェーデン

国際開発協力庁）が行った調査でカ

トマンズ・コアエリアとビシュヌマ

ティ川回廊の改良計画を対象とする 

S4 2009 年 ネパールの道路安全管理能

力のレビュー 
DOR 世界銀行によるカトマンズ盆地の交

通管理調査 

S5 2010 年 カトマンズ持続可能都市交

通 事 業 （ Kathmandu 
Sustainable Urban Transport 
Project：KSUTP） 

DUDBC, 
DOTM,  
KMC,  
KMTP 

ADB が上記 S3 の調査を発展させた

ものでカトマンズ・コアエリアとビ

シュヌマティ川回廊の改良計画を対

象とする調査 

S6 2010 年 既存環状道路拡幅計画調査 DOR 中国の援助で 2 車線の既存環状道路

を中央分離帯付き 4車線化と外側に 2
車線サービス道路の F/S 調査 

出所：調査団 
 

ADB の援助でかつて実施された P2、P6、P7 のプロジェクトで完成したインフラを S3 の調

査で再度改良することを提案し同時に交通管理というソフトを含めたプログラムが S5
（KSUTP）である。1990 年代に ADB が行ったインフラ整備というハード支援のみではカトマ

ンズ盆地の交通渋滞解決に至らず、ソフト支援を合わせた KSUTP というプログラムを提案し

ている。 
ハード支援としては中国が既存環状道路の 4 車線化の F/S を実施し、一方、世界銀行は交通

管理のうち公共バス等の公共交通に重点を置いたソフト支援の調査を実施したことが特筆され

る。 
 

３－８－３ 今後実施が予想される事業 
本調査団の調査時点（2010 年 9 月）以降、実現が確実視されているカトマンズ盆地内の道路

関連プロジェクトを表３－15 に示す。 
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表３－15 今後の実施予定のプロジェクト 

 予定年 案件名 実施機関 概 要 

N1 2011 年 カトマンズ～バクタプー

ル間道路改修の完成 
DOR 日本の無償援助で既存の 2 車線道路を

中央分離帯付き 4 車線化、外側に DOR
予算で 1 車線のサービス道路 

N2 2011 年 カトマンズ持続可能都市

交 通 事 業 フ ェ ー ズ 1
（KSUTP-1）の開始 

DUDBC, 
DOTM, 
KMC 

カトマンズ・コアエリアとビシュヌマテ

ィ川回廊の改良計画、交通管理支援 

N3 2011 年 既存環状道路拡幅実施設

計調査の開始 
DOR 中国の無償援助で 2 車線の既存環状道

路を中央分離帯付き 4 車線化と外側に 2
車線サービス道路とする事業の詳細設

計に着手 

N4 2014年 シンズリ道路（バネパ～

バルディバス間）の完成 
DOR 日本政府の無償援助でシンズリ道路が

完成する。テライ方面の交通がカトマン

ズ盆地東側から流入する 
出所：調査団 
 

カトマンズ盆地で初めて世界標準の片側 2 車線の中央分離帯付き 4 車線道路が日本の ODA
でカトマンズとバクタプール間に 2011 年に完成する。また、中国の ODA で既存のカトマンズ・

環状道路が世界標準の片側 2 車線の中央分離帯付き 4 車線道路として工事が近い将来開始され

る。 
一方、日本の ODA で進められてきたシンズリ道路が全線開通することにより、今までカト

マンズ盆地の西側でのみ流入していたテライ方面の交通が、盆地の東側から流入することにな

る。 
以上の 3 事業によるインフラ整備が進むことにより、カトマンズ盆地内の車両走行速度のア

ップと交通量増大が見込まれる。ハード面の増強に伴って交通管理のソフト面の改善が喫急課

題となりつつある。 
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表４－２ DOR の過去の道路建設及び維持管理の予算 

会計年度 新規建設予算 
（'000NRs） 

維持管理予算 
（'000NRs） 

建設・維持管理予算の合計

（'000NRs） 

1994/95 1,299,600 1,765,500 3,065,100 

1995/96 1,621,445 2,376,008 3,997,453 

1996/97 1,660,860 2,904,741 4,565,601 

1997/98 1,742,360 2,905,963 4,648,323 

1998/99 1,748,276 3,388,250 5,136,526 

1999/00 2,034,561 2,737,051 4,771,612 

2000/01 3,223,765 1,919,020 5,142,785 

2001/02 4,279,200 1,578,600 5,857,800 

2002/03 1,849,501 1,847,357 3,696,858 

2003/04 3,014,400 1,955,000 4,969,400 

2004/05 2,478,000 2,834,840 5,312,840 

2005/06 3,136,520 1,515,100 4,654,600 

2006/07 3,211,175 3,713,935 6,925,110 

2007/08 7,416,045 2,995,230 8,411,275 

2008/09 8,810,971 3,669,157 12,480,129 

2009/10 15,084,825 3,348,324 18,433,149 
出所：DOR 
 

４－２－３ 都市開発・建設局 
MOPPW の一部局である都市開発・建設局（Department of Urban Development and Building 

Construction：DUDBC）は都市計画や都市政策の立案、都市開発、都市における建築物や住宅

の整備に関する業務を担う。 
都市計画に関し、DUDBC は都市自治体の計画（municipal/local plans）、広域的な地域計画

（regional plans）、その他のフィジカルな計画（physical plans）の多くを自ら作成、あるいは作

成支援する役割を担う。しかし、作成された計画の実施に関しては、地方公共団体が主たる役

割を担い、それは DUDBC でなく、地方開発省（MOLD）の管理の下で行われる。また、都市

自治体のインフラ整備を資金的に支援する組織として、独立法人（国と地方自治体の双方の代

表が理事会メンバーを構成する、国と地方の中間組織）の形態で都市開発基金（Town 
Development Fund：TDF）という組織が存在し、都市計画・開発関係業務のすべてが、DUDBC
の下に一元化されているわけではない。 

DUDBC の年間予算は 2009/2010 年度に 51 億 5,000 万 NRs であり、その内訳は、MOPPW か

らの支給分 25 億 NRs、保健医療関係 20 億 NRs、インフラ復興関係（平和復興省関連）6 億 5,000
万 NRs であった。2010/2011 年度の予算は未確定である。 

カトマンズの本部と国内 25 支所（うち 1 つはカトマンズに所在）を合わせ、DUDBC は 6,089
名の常勤職員数を有する。うち、本部勤務者は 170 名である。 

DUDBC の組織は、都市開発局、建築局、住宅局の主要 3 局のほか、建築物建設・保全部（カ
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トマンズの官庁施設を対象）、管理課、会計課、建築技術研究研修センター、24 の地域支所（建

築・都市開発両部門の業務を担う）で構成される。 
DUDBC の傘下には、全国各地の都市計画（town plan）を作成、実行する組織として 182 の

都市開発委員会（town development committees）がある〔都市開発委員会は都市開発法（Town 
Development Act）に基づいて設立されたもの〕。 

なお、後述するカトマンズ盆地開発委員会（KVTDC）は DUDBC 傘下の組織でなく、MOPPW
の直接傘下の組織である。よって KVTDC 傘下に位置し、カトマンズ盆地の 3 郡それぞれの行

政区域ごとで設立されている都市開発実施委員会（ Town Development Implementation 
Committees）も、DUDBC 傘下の組織ではない。 
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４－２－５ カトマンズ盆地開発委員会 
カトマンズ盆地開発委員会（Kathmandu Valley Town Development Committee：KVTDC）は、

カトマンズ盆地を対象に、計画の作成、開発事業の実施、土地利用計画及び政策指針の適用、

開発行為の監視、建築条例に関する訴訟事例の検証を行うことを任務とする。 
KVTDC は、MOPPW 傘下の組織であり、1976 年の設立後、1988 年都市開発法（Town 

Development Act 1988）に基づいて 2003 年に改組された。KVTDC の下部組織（支所）として、

カトマンズ、ラリトプール、バクタプール各郡には、1976 年カトマンズ盆地都市開発計画の実

施を目的としたカトマンズ盆地都市開発計画実施委員会（Kathmandu Valley Town Development 
Plan Implementation Committees：KVTDPICs）が置かれており、これらも今日まで存続している。 

KVTDC の委員会メンバー構成は以下のとおりである。 
 

表４－４ KVTDC の委員会メンバー構成 

 
 

KVTDC の役割としての開発事業の実施に関し、KVTDC は、Land Pooling（LP）や Guided Land 
Development（GLD）による宅地開発事業の立案や事業実施に関与している。LP に関して、

KVTDC は、自らがネパールにおけるパイオニアであると自認しており、これまでに盆地内で

12 地区、244.85ha の事業を完了し、10 地区 244.9ha の事業に取り組み中（事業中のもののほか、

計画段階の 2 地区を含む）である。また、土地所有者の協力（土地の貢献）により、宅地開発

とあわせてアクセス道路（もしくはサービス道路）の整備を進める GLD に関しても、KVTDC
は、1990 年代末までに延長 320km の道路を生みだした実績を有する。 

しかし、都市施設や土地利用に係るフィジカル（物的）な計画の作成や実施にかかわる

KVTDC の努力は、これまで大きな実を結んだとはいえない。その要因のひとつは、KVTDC と

盆地内の地方公共団体（郡、都市自治体、村）との権限の重複である。KVTDC が 1988 年都市

開発法をベースに都市計画に関する権限を有する一方で、地方公共団体は、1999 年制定の地方

自治法をベースに都市計画に関する権限をもっており、両方の調整が図られていない。もうひ

とつの要因は、KVTDC の組織の脆弱さである。KVTDC の組織は、今日も、カトマンズ盆地の

市街地がまだ小さかった 34 年前の設立当時のままであり、KVTDC は、現状に合わせた自らの
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組織強化が必要と認識している。KVTDC 傘下の KVTDPICs についても、人数が少なく、組織

強化が必要であり、現状では建築規制の厳格な適用（違法建築の摘発等）が十分できないと認

識されている。 
 
４－３ 地方開発省及びその関連機関 

４－３－１ 地方開発省 
地方開発省（Ministry of Local Development：MOLD）は地方公共団体の開発ごとに関与する。

MOLD とは別に内務省（Ministry of Home Affairs）があり、MOLD の所掌業務は地方公共団体

のガバナンス全般でない。また、内務省は行政運営面を所掌する。 
都市・交通セクター関連業務として、MOLD は、都市自治体（全国に 58 市、うちカトマン

ズ盆地には 5 市）の都市計画作成や予算づけに関係する業務を行っている。また、都市開発・

建設局（DUDBC）をもっており、都市のガバナンスに関係するさまざまなプログラムやプロジ

ェクトを、時に MOLD 単独で、また、時に世界銀行、ADB 等の支援を受ける形で実施してい

る。MOLD が直接の事業施行者になることもある。地方自治法（Local Self Governance Act 1999）
及びその規則により、都市自治体は、自らの意思で都市開発を実施できるため、MOLD がすべ

ての都市開発プログラムにかかわっているわけではないが、自治体の開発への取り組みは、

MOLD との協議のうえ、MOLD の同意を得なければ実行できない。また、MOLD が出すガイド

ラインや方針を、自治体は守らなければならないことから、自治体のプロジェクトへの MOLD
の直接、間接の参加は多くなっている。MOPPW の道路局（DOR）や DUDBC が実施機関にな

る場合、あるいはドナーが支援して DUDBC が実行するプログラムでも、自治体が関係する場

合は MOLD がコーディネーターとして参加することが多い。 
MOLD の都市自治体管理部（Municipality Management Division）には都市問題の関係する課

（sections）が 3 つある。①都市自治体管理課（日常業務に対する指導や支援等を行う）、②都

市自治体計画課〔都市自治体が行う周期計画（periodic plan、現状は 5 カ年計画）の作成、年次

計画の作成、予算編成に関係する業務を行う〕、③環境管理課〔環境影響評価（IEE/EIA）、廃棄

物処理等の環境問題に関する業務を所掌する〕、である。交通問題についての専門部署はない。 
なお、MOLD と DUDBC は、全国の都市地域開発をする二大主要機関である。DUDBC が多

くの都市自治体のなかでプロジェクトを実施する。一方、MOLD は、下部組織として全国に 75
の郡開発委員会（DDC）及び地方インフラ開発農道局（Department of Local Infrastructure 
Development and Agricultural Roads：DOLIDAR）をもち、農村部（都市自治体の外）を活動対象

とする。MOLD には、道路、灌漑、電気、土地取得等の事業部門もあり DDC と DOLIDAR が

LRN の道路整備をはじめとするインフラ整備にあたっている。DDC と DOLIDAR の関係を整

理したものを図４－７に示す。ちなみに、MOLD の 2009/2010 年度予算は、総額約 357 億 NRs
（約 4 億 6,300 万米ドル）とネパールの省のなかで 大規模の予算を有している。 
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図４－６ 地方開発省組織図 

 
 

 
 

図４－７ MOLD の地方組織 DDC と DOLIDAR の関係 
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４－３－２ 地方インフラ開発農道局 
MOLD の下の地方インフラ開発農道局（DOLIDAR）である。DOLIDAR は、局長の下に地方

農道部、計画監視・海外援助調整部、インフラ開発部、郡技術事務所ほかから成る総勢 76 人が

在籍する組織である。 
前記の DDC は土木技師を保有していないため同じ MOLD の DOLIDAR が技術支援の必要な

DDC と連携して地方道路 LRN の道路と橋梁の整備を行っている。ネパールに多い山岳吊橋を

建設しているのは DOLIDAR であり、現在、わが国の ODA でも吊橋建設が進められている。 
 

 
出所：DOLIDAR 

図４－８ 地方インフラ開発農道局の組織図 

 
４－３－３ 地方開発委員会 

地方自治法（Local Self Governance Act 1999）に基づき都市自治体とともに DDC が地域のイ

ンフラ整備にあたっている。LRN の道路整備を例にとると、予算は MOLD から DDC に割り当

てられ必要な技術支援を DOLIDAR が行っている。また、本格的な橋梁建設のように高技術を

要する場合には、省の違いを超えて DOR が技術支援している。組織図については図４－７を

参照。 
 
４－４ 労働・交通管理省の交通管理局 

労働・交通管理省（Ministry of Labour and Transport Management：MOLTM）の交通管理局（DOTM）

は、1990 年に当時の建設・運輸省（Ministry of Construction and Transport）の一部局として誕生し

た。ネパール政府は車両及び交通に関する法律〔Vehicle and Transport Management Act, 2049（1993）〕
を 1993 年に発令し、DOTM は交通安全施設の設置・維持管理及び運転免許証交付とバス・タク

シー等の公共交通の許認可権が与えられた。 
2000 年の省庁再編により DOTM は MOLTM の局として移管され今日に至っている。DOTM 本

局の組織図を図４－９に示すが、本部以外に全国各地に計 15 カ所の事務所がある。そして表４－

５に示すとおり本局職員数 39 名、15 カ所の地方事務所の職員数 412 名から成る合計 451 名（2010
年 9 月時点）の組織である。2009/10 年度の予算は約 1 億 NRs 弱となっており、人件費が主体の

経常経費のみの極めて少額予算の局である。 
省庁再編による混乱で 1993 年に発令された「車両及び交通管理法 2049（1993）」で定められた

交通管理に係る管掌業務の幾つかは実際に行われておらず、重点業務として 31 項目を挙げている

が、内容的には以下の 7 項目にまとめられるものである。このうち、幾つかは ADB 援助の KSUTP
のプロジェクトコンポーネントである。問題なのは「車両及び交通管理法 2049（1993）」の交通

安全施設整備と維持管理に関してほとんど関与していないことである。 
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①運輸セクターに従事する労働者と第三者を含む旅行者の保険 
②長距離交通の旅行者数に合わせた標準化、デラックスバスの標準化と料金体系化 
③排気ガス規制 
④2009 年からリング道路内のマイクロバス・テンポの新規車両の運行許可交付禁止、カトマン

ズ盆地内のバスの新規車両の運行禁止、2000 年以降のメータータクシーの登録禁止、一般乗

用車のタクシー登録の禁止 
⑤交通違反車両からの罰金徴収 
⑥バグマティゾーン 3 カ所の事務所建屋改装、車両検査場建設、新規地方事務所開設 
⑦運転免許証の自動発行システム化と婦女子、身体障害者の交通訓練 

 

 
出所：DOTM 

図４－９ DOTM の組織図 

 
表４－５ DOTM の職員数 

ゾーン 事務所 ID 番号 職員数  ゾーン 事務所 ID 番号 職員数

本局 39  ガンダキ 9 23 

メチ 1 18  ダウラギリ 10 10 

コシ 2 29  ルンビニ 11 28 

サガルマタ 3 14  ラプティ 12 14 

ジャナカプール 4 18  ベリ 13 18 

ナラヤニ 5 39  セティ 14 15 

バグマティ 6 56  マハカリ 15 14 

バグマティ 7 63  

バグマティ 8 53  
職員数合計 

451 

出所：DOTM 
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４－５ 交通警察 

カトマンズ盆地の交通管理を実施している部署は、首都圏交通警察（Metropolitan Traffic Police：
MTP）のサークル-4、レインジ-2、セクター-22 であり、総勢 965 名の組織である。組織構成を図

４－10 に示す。なお、MTP の年間予算は約 1 億 5,000 万 NRs である。 
通常業務として交通取り締まりと交通管理が主たるものであるが、運転免許証の試験立ち会い

も行っている。 
カトマンズ首都圏交通警察は、次の 10 項目に注力している。 
①道路事故の 小化 
②交通ルールと規則の強制 
③道路利用者のマナー改善と学生を含めた住民に対する道路利用上の交通ルールの教育 
④VVIP 及び VIP 要人の移動時における円滑で安全な交通の確保 
⑤交通関係者のキャパシティ・ビルディング 
⑥効果的交通管理のため関係者との調整 
⑦騒音と大気汚染の管理 
⑧交通管理への民間セクター参加の推進 
⑨カトマンズ盆地の道路における法と秩序の維持及び道路利用者技能向上を図り、道路交通安

全を推進 
⑩車両及び交通管理法 2049 の施行 

 
MTP は、利用者の交通マナーのひどさにかんがみ、毎年以下のプログラムを実施している。 

 交通安全日、交通安全週間の実施 
 学校生徒と新人ドライバーを対象に交通安全意識教育の実施、毎日 
 年配のドライバーに対する交通安全意識教育、毎土曜日 
 交通安全意識向上のための展示会の開催 
 交通安全意識向上に係る学生たちのアート・コンテストを実施 
 交通安全意識向上に係る学生たちのクイズ・コンテストを実施 
 学生、ドライバー、市民及び交通警察の相互間の交通安全意識向上プログラムの実施 

 

 
出所：MTP 

図４－10 MTP の組織図 
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